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議案第３号  

上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検討会議設置条例の

制定について  

上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検討会議設置条例を次の

ように定める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検討会議設置条例  

（設置）  

第１条  上尾市及び伊奈町（以下「関係市町」という。）が共同で進める広

域ごみ処理施設（次条において「新施設」という。）の建設に資するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第１項の規定によ

り、関係市町が共同設置する同法第１３８条の４第３項に規定する市長の

附属機関として、上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検討会

議（以下「検討会議」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条  検討会議は、次に掲げる事項を調査審議する。  

(1 ) 新施設の建設候補地の選定に関する評価基準の制定に関すること。  

(2 ) 前号に掲げるもののほか、新施設の建設候補地の選定に関し関係市町

の長が必要と認めること。  

（委員の報酬等）  

第３条  検討会議の委員の報酬の額は、上尾市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年上尾市条例第１７号。次項

において「特別職報酬条例」という。）第２条の規定にかかわらず、日額

７，０００円を超えない範囲内において、関係市町の長が協議して定める。  

２  検討会議の委員の費用弁償の額は、特別職報酬条例第４条の規定にかか

わらず、１日につき１，０００円を超えない範囲内において、関係市町の

長が協議して定める。  

（補則）  

第４条  この条例に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、

関係市町の長が協議して定める。  



 

- 2 - 

附  則  

この条例は、令和元年７月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市と伊奈町で共同で進める広域ごみ処理施設の建設に資するため、

地方自治法第１３８条の４第３項の規定により、附属機関として上尾・伊

奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検討会議を設置したいので、この

案を提出する。  
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議案第４号  

上尾市職員倫理条例の制定について  

上尾市職員倫理条例を次のように定める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市職員倫理条例  

（目的）  

第１条  この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から

負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る法令（条例及び規則

を含む。以下同じ。）の遵守及び倫理の保持に関して必要な措置を講ずる

ことにより、職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような

行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的

とする。  

（定義等）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。  

(1) 職員  次のアからウまでに掲げる者をいう。  

ア  市長、副市長及び教育長  

イ  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第３条第２項に規定する一般職に属する職員  

ウ  特別職（アに掲げる者を除き、法第３条第３項第１号、第３号及び

第５号に掲げる職（議会の議員を除く。）に限る。）に属する職員  

(2) 職員等  次のアからウまでに掲げる者をいう。  

ア  職員  

イ  市と請負契約その他の契約を締結している事業に従事する労働者  

ウ  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規

定する指定管理者が行う公の施設の管理業務に従事する労働者  

(3) 任命権者  法第６条第１項に規定する任命権者（同条第２項の規定に

より同条第１項に規定する権限の一部を委任された者を含む。）をいう。  

(4) 事業者等  法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定め

があるものを含む。以下同じ。）その他の団体及び事業を行う個人（当
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該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。）をい

う。  

(5) コンプライアンス  職員が、法令を遵守することを基本に、次条に規

定する倫理原則に基づき、高い倫理観を持って、市民のために積極的、

自主的かつ誠実に職務を遂行することをいう。  

(6) 不当要求行為等  次のアからオまでに掲げる行為をいう。  

ア  市が行う許認可その他の行政処分又は請負契約その他の契約に関し、

正当な理由なく、特定の法人その他の団体又は個人に対し、有利な取

扱いをし、又は不利な取扱いをするよう要求する行為  

イ  入札の公正を害し、又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為  

ウ  人事（職員（第１号アに掲げる者を除く。）の採用、任用、昇任、

降任、転任等をいう。）の公正を害する行為  

エ  暴力、乱暴な言動その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実

現を図り、又は公正な職務の遂行に支障を生じさせる行為  

オ  アからエまでに掲げるもののほか、正当な理由なく、特定の法人そ

の他の団体又は個人に対し、有利な取扱いをし、又は不利な取扱いを

するよう要求する行為  

(7) 働きかけ  職員（第１号イに掲げる者に限る。）に対し、職務に関し

正当な理由なく、規則に定める行為で、職員の公正又は正当な職務の遂

行を妨げることを働きかけるもの（不当要求行為等に該当するものを除

く。）をいう。  

(8) 公益通報  公益を守るために、職員等が、知り得た市政運営に関する

違法行為又は違法のおそれのある行為について通報することをいう。た

だし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な

目的で行うものを除く。  

２  この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を

行う場合における当該事業者等の役員、従業員、代理人その他の者は、

事業者等とみなす。  

（職員が遵守すべき職務に係る倫理原則）  

第３条  職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部のものに対してのみ

の奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部
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のものに対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱い

をしてはならない。  

２  職員は、法令遵守の重要性を深く認識するとともに、倫理意識の高揚に

努め、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。  

３  職員は、職務の遂行に当たっては、市民その他市政に関わりのある者に

対して業務に関する説明を十分に行い、理解と協力を得るよう努めなけれ

ばならない。  

４  職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自ら

や自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。  

５  職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、規則で定める

利害関係者との関係に注意を払い、市民の疑惑や不信を招くような行為

として規則で定めるものをしてはならない。  

６  職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を

挙げてこれに取り組まなければならない。  

７  職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与え

ることを常に認識して行動しなければならない。  

（管理監督者の責務）  

第４条  職員を管理し、又は監督する地位にある職員（第９条第１項におい

て「管理監督者」という。）は、その職務の重要性を自覚し、率先して自

らを律するとともに、所属職員への適切な指導及び監督を行い、公正な職

務の遂行及び厳正な服務規律の確保を図らなければならない。  

（任命権者の責務）  

第５条  任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、研修その

他必要な措置を講じなければならない。  

２  任命権者は、コンプライアンスの推進を図るための体制の整備その他必

要な措置を講じなければならない。  

（コンプライアンス審査会）  

第６条  コンプライアンスの推進を図るための体制の確立を図り、公正な職

務の遂行を確保するため、地方自治法第１３８条の４第３項の規定により、

上尾市コンプライアンス審査会（以下「審査会」という。）を設置する。  

２  審査会は、委員３人をもって組織する。  
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３  委員は、弁護士及びその他の法令に関し専門的知識を有する者又は識見

を有する者のうちから市長が委嘱する。  

４  委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

５  委員は、再任されることができる。  

６  審査会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。  

７  会長は、会務を総理し、審査会を代表する。  

８  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。  

９  審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

１０  審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができな

い。  

１１  審査会の行う調査等の手続は、公開しない。  

１２  審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対して、会議への出

席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。  

１３  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。  

１４  審査会の庶務は、総務部において処理する。  

（審査会の所掌事務）  

第７条  審査会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。  

(1) 不当要求行為等の調査、報告等に関すること。  

(2) 働きかけの調査、報告等に関すること。  

(3) 公益通報の調査、報告等に関すること。  

(4) 前３号に掲げるもののほか、コンプライアンスの推進に必要な事項に

関すること。  

（コンプライアンス推進委員会）  

第８条  市におけるコンプライアンスを組織的に推進するため、上尾市コン

プライアンス推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

２  委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。  

(1) 市におけるコンプライアンスの確保に関すること。  

(2) 不当要求行為等に関すること。  
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(3) 働きかけに関すること。  

(4) 前３号に掲げるもののほか、コンプライアンスの推進に関すること。  

３  委員会は、規則で定める職員をもって構成する。  

４  前３項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。  

（不当要求行為等への組織的対応）  

第９条  職員（市長を除く。以下この項において同じ。）は、不当要求行為

等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに当該

不当要求行為等の内容を記録し、上司又は管理監督者（規則で定める職員

を除く。以下「所属長」という。）に報告しなければならない。ただし、

所属長に報告することが適当でないときは、審査会に対し直接報告するこ

とができる。  

２  所属長は、前項本文の規定による報告を受けたときは、公正な職務を遂

行するために必要な対策を講ずるとともに、当該報告の内容を委員会に報

告しなければならない。ただし、委員会に報告することが適当でないとき

は、審査会に対し直接報告することができる。  

３  委員会は、前項本文の規定による報告を受けたときは、事実関係につい

ての調査を行い、当該報告を行った所属長に対し、必要に応じて対策を指

示するものとする。  

４  委員会は、前項の規定による調査の結果、不当要求行為等を行った者

（次条において「行為者」という。）に対して文書で警告する必要がある

と認めるときは、審査会に通知するとともに、市長及び当該事案に係る任

命権者（以下「市長等」という。）に報告しなければならない。ただし、

市長等に報告することが適当でないときは、審査会に対する通知のみを行

うことができる。  

５  審査会は、第１項ただし書若しくは第２項ただし書の規定による報告又

は前項の規定による通知を受けたときは、必要な調査を行い、その結果を

市長等に報告するものとする。この場合において、審査会は、市長等が行

う措置について意見を述べることができる。  

６  審査会は、前項の規定による調査の結果によって、必要があると認める

ときは、次条第２項に規定する公表を行うことができる。ただし、同条第
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１項に規定する警告が行われない場合にあっては、当該行為者の氏名、前

項後段に規定する意見の内容その他の事項について公表することができる。  

（不当要求行為等の行為者に対する措置）  

第１０条  市長等は、前条第５項の規定による報告が文書で警告する必要が

ある旨のものであるときは、当該報告に基づいて、行為者に対し、文書で

警告を行うものとする。  

２  市長等は、前項の警告を行う場合において必要があると認めるときは、

当該行為者の氏名、警告の内容その他の事項について公表することができ

る。  

３  市長等は、第１項の警告を行ったにもかかわらず当該不当要求行為等が

中止されないときは、市の事務又は事業（第１３条において「事務事業」

という。）において、必要な措置を講ずることができる。  

４  市長等は、前３項の規定による措置を講ずるときは、前条第５項後段に

規定する意見を尊重しなければならない。  

（特別職に属する公務員からの働きかけへの組織的対応）  

第１１条  職員（第２条第１項第１号イに掲げる者に限る。以下この条にお

いて同じ。）は、特別職（法第３条第３項第１号及び第３号から第５号ま

でに掲げる職に限る。次項において同じ。）に属する公務員から働きかけ

を受けたときは、当該働きかけの内容を記録し、所属長に報告しなければ

ならない。  

２  前項に定めるもののほか、職員に対する特別職に属する公務員からの働

きかけに対する措置その他必要な事項は、規則で定める。  

（不当要求行為等及び働きかけを受けた職員の保護）  

第１２条  市長等は、第９条第１項若しくは第２項又は前条第１項の規定に

よる報告を行った職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益

な取扱いをしてはならない。  

（公益通報の対象）  

第１３条  公益通報は、市の事務事業若しくは市から事務事業を受託し、若

しくは請け負った事業者等における当該事務事業に関する事実、市の施設

の指定管理者における当該施設の管理運営に関する事実又は職員に関する

事実で、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。  
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(1) 法令に違反する事実  

(2) 人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な

影響を与える事実  

(3) 前２号に該当するおそれのある事実  

（公益通報の方法）  

第１４条  職員等は、市政の運営に関し、前条に規定する事実（以下「通報

対象事実」という。）が生じ、又はまさに生じようとしていることを知り

得たときは、審査会に対して公益通報をするものとする。  

２  職員等は、公益通報をする場合は、原則として実名により行わなければ

ならない。ただし、職員等により違法な行為又は違法であるおそれが高い

行為がなされていることが明確であって、かつ、通報対象事実が確実にあ

ると信ずるに足りる相当の根拠が示された場合は、この限りでない。  

３  職員等は、公益通報をするに当たっては、確実な資料に基づき誠実に行

わなければならない。  

４  職員等は、公益通報の濫用により、いたずらに公務の運営に支障を生じ

させてはならない。  

（公益通報の対象となる事実に関する審査会の調査等）  

第１５条  審査会は、前条第１項の規定による公益通報を受けたときは、通

報対象事実の存否に関する調査の必要性を十分に検討し、調査を行う場合

はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、当

該公益通報をした職員等（以下「通報者」という。）に対し、遅滞なく通

知するものとする。  

２  審査会は、公益通報の概要及び対応方針を市長等に報告するものとする。  

３  審査会は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に

配慮しつつ、遅滞なく調査を行い、当該調査の結果を市長等に報告するも

のとする。  

４  審査会は、利害関係を有する者のプライバシー等に配慮しつつ、通報者

に対し、調査の進捗状況について適宜通知するとともに、当該調査の結果

を遅滞なく通知するものとする。  

５  前条第２項ただし書の規定に該当することにより公益通報が実名により

行われなかった場合は、第１項及び前項の規定による通知は行わないもの
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とする。  

（公益通報の調査結果に基づく措置の実施）  

第１６条  市長等は、前条第３項の規定により通報対象事実があると認める

報告を受けたときは、速やかに是正措置、再発防止策等（以下「是正措置

等」という。）を講ずるとともに、その内容を審査会に通知するものとす

る。この場合において、市長等は、必要があるときは、当該事案に係る関

係者の処分を行うものとする。  

２  市長等は、前項の規定により是正措置等を講じたときは、必要に応じて、

その内容の全部又は一部を適宜公表するものとする。  

（公益通報の通報者への是正措置等の通知）  

第１７条  審査会は、前条第１項の規定により市長等が是正措置等を講じた

ときは、その内容を、利害関係を有する者のプライバシー等に配慮しつつ、

通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、第１４条第２項た

だし書の規定に該当することにより公益通報が実名により行われなかった

場合は、この限りでない。  

（公益通報の通報者等の保護）  

第１８条  市長等は、通報者及び通報対象事実の存否に関する調査に協力し

た者に対し、公益通報をし、又は当該調査に協力したことを理由として不

利益な取扱いをしてはならない。  

（職員等以外の者による公益目的通報）  

第１９条  職員等以外の者は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようと

していることを知り得たときは、審査会に対して公益を目的とする通報を

することができる。  

２  職員等以外の者は、公益を目的とする通報をする場合は、原則として実

名により行わなければならない。ただし、職員等により違法な行為又は違

法であるおそれが高い行為がなされていることが明確であって、かつ、通

報対象事実が確実にあると信ずるに足りる相当の根拠が示された場合は、

この限りでない。  

３  第１４条第３項及び第４項並びに第１５条から前条までの規定は、第１

項に規定する公益を目的とする通報について準用する。この場合において、

これらの規定中「職員等」とあるのは「職員等以外の者」と、「公益通
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報」とあるのは「公益を目的とする通報」と、第１５条第１項中「前条第

１項」とあるのは「第１９条第１項」と、同条第５項中「前条第２項ただ

し書」とあるのは「第１９条第２項ただし書」と、第１７条ただし書中

「第１４条第２項ただし書」とあるのは「第１９条第２項ただし書」と読

み替えるものとする。  

（職員等の協力）  

第２０条  職員等は、この条例の規定に基づき審査会が行う調査に誠実に協

力しなければならない。  

（公表）  

第２１条  市長は、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び

職員の職務に係る倫理の保持に関して任命権者が講じた措置について、市

民に公表するものとする。  

（委任）  

第２２条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年７月１日から施行する。ただし、第６条から第２

１条まで及び次項の規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内

において規則で定める日から施行する。  

（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２第１２号の３を次のように改める。  

  (12)の３  コンプライアンス審査会委員  

  別表第１の１２の３の項を次のように改める。  

１２  

の３  

コンプライアンス審査会  

 会長  

 委員  

 

日額  １６，０００円  

日額  １５，０００円  
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提案理由  

上尾市西貝塚環境センターの入札に関する第三者調査委員会からの再発

防止策の提言を受け、職員の倫理原則を明示し、公益通報制度の見直し及

び不当要求行為等に対する組織的対応を目的としたコンプライアンス審査

会を設置したいので、この案を提出する。  

 

 

 



 

- 13 - 

議案第５号  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。  

  令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

別表第１の４５の項中「１２，６００円」を「１２，８００円」に、「１

１，１００円」を「１１，３００円」に改め、同表４６の項及び４７の項中

「１０，６００円」を「１０，８００円」に改め、同表４８の項中「１０，

７００円」を「１０，９００円」に、「５，３５０円」を「５，４５０円」

に、「９，５００円」を「９，６００円」に、「４，７５０円」を「４，８

００円」に改め、同表４９の項及び５０の項中「８，８００円」を「８，９

００円」に改める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正により、国

が経費を負担する選挙における当該経費の基準額が改定されたことに準じ

て、投票管理者、投票立会人等に支給する報酬の額を改定したいので、こ

の案を提出する。  
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議案第６号  

上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市税条例の一部を改正する条例  

第１条  上尾市税条例（昭和３０年上尾市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。  

  第２３条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中「こ

の節」の次に「（第４８条第１０項から第１２項までを除く。）」を加え

る。  

第３３条の４中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改め

る。  

第３３条の５第１項中「１２．１分の２．４」を「８．４分の２．４」

に改める。  

第４８条第１項中「による申告書」の次に「（第１０項、第１１項及び

第１３項において「納税申告書」という。）」を加え、同条に次の８項を

加える。  

１０  法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は、

第１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市

民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第４２項及び施

行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされてい

る事項（次項及び第１２項において「申告書記載事項」という。）を、

法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使

用し、かつ、地方税共同機構（第１２項において「機構」という。）を

経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければなら

ない。  

１１  前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項

が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又は

これに基づく規則の規定を適用する。  

１２  第１０項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法
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第７６２条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。）に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長

に到達したものとみなす。  

 １３  第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由に

より法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を

適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合にお

いて、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市

長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告

については、前３項の規定は、適用しない。法人税法第７５条の４第２

項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。以下

この項において同じ。）の申請書を同法第７５条の４第２項に規定する

納税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国法人が、当該税務署長

の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載

した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又

は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合にお

ける当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様

とする。  

１４  前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適

用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受け

ようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規

則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の１５日前までに、こ

れを市長に提出しなければならない。  

１５  第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告に

つき第１３項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その

旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなけれ

ばならない。  

１６  第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２

１条の８第５１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これ

らの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１３項前段の期間

内に行う第１０項の申告については、第１３項前段の規定は適用しない。
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ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたとき

は、この限りでない。  

１７  第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項

の届出書の提出又は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（これ

らの規定を同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含

む。）の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった

日の翌日以後の第１３項後段の期間内に行う第１０項の申告については、

第１３項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後

新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。  

附則第１５条を削る。  

附則第１５条の２の前の見出しを削り、同条を附則第１５条とし、同条

の前に見出しとして「（特別土地保有税の課税の特例）」を付する。  

附則第１５条の３を附則第１５条の２とし、同条の次に次の１条を加え

る。  

（軽自動車税の環境性能割の非課税）  

第１５条の３  法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する

場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以

下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得

が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間（附則第１５条

の８第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、第

８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。  

附則第１５条の４に次の３項を加える。  

 ２  県知事は、当分の間、前項の規定により県が行う軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同

条第２項において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若し

くは第２項（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含

む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該

判断をするものとする。  

３  県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税
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の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附

則第１５条の６の規定により読み替えられた第８１条の６第１項の納期

限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において

知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等

の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請

に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含

む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通

大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであると

きは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る３輪以

上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例による

こととされた法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３

輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関す

る規定を適用する。  

４  前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性

能割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。  

附則第１５条の８第２項中「規定」の次に「の適用」を加え、同条に次

の１項を加える。  

３  自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８１条の

４（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当

該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中

「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。  

附則第１６条第１項中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改

め、「指定」の次に「（以下この条において「初回車両番号指定」とい

う。）」を加え、同条第２項中「平成２９年４月１日から平成３０年３月

３１日まで」を「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、

「平成３０年度分」を「令和２年度分」に改め、「軽自動車税」の次に

「の種別割」を加え、「平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日ま

で」を「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」に、「平成３１

年度分」を「令和３年度分」に改め、同項の表を次のように改める。  

第２号ア (ｲ) ３，９００円  １，０００円  
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第２号ア (ｳ)ａ (a) ６，９００円  １，８００円  

第２号ア (ｳ)ａ (b) １万８００円  ２，７００円  

第２号ア (ｳ)ｂ (a) ３，８００円  １，０００円  

第２号ア (ｳ)ｂ (b) ５，０００円  １，３００円  

附則第１６条第３項中「３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃

料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。）」を

「法第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及

び次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のもの」

に、「当該軽自動車」を「当該ガソリン軽自動車」に、「平成２９年４月

１日から平成３０年３月３１日まで」を「平成３１年４月１日から令和２

年３月３１日まで」に、「平成３０年度分」を「令和２年度分」に改め、

「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「平成３０年４月１日から平

成３１年３月３１日まで」を「令和２年４月１日から令和３年３月３１日

まで」に、「平成３１年度分」を「令和３年度分」に改め、同項の表を次

のように改める。  

第２号ア (ｲ) ３，９００円  ２，０００円  

第２号ア (ｳ)ａ (a) ６，９００円  ３，５００円  

第２号ア (ｳ)ａ (b) １万８００円  ５，４００円  

第２号ア (ｳ)ｂ (a) ３，８００円  １，９００円  

第２号ア (ｳ)ｂ (b) ５，０００円  ２，５００円  

附則第１６条第４項中「３輪以上の軽自動車」を「ガソリン軽自動車の

うち３輪以上のもの」に、「当該軽自動車」を「当該ガソリン軽自動車」

に、「平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで」を「平成３１

年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、「平成３０年度分」を「令

和２年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「平成

３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで」を「令和２年４月１日か

ら令和３年３月３１日まで」に、「平成３１年度分」を「令和３年度分」

に改め、同項の表を次のように改める。  

第２号ア (ｲ) ３，９００円  ３，０００円  

第２号ア (ｳ)ａ (a) ６，９００円  ５，２００円  

第２号ア (ｳ)ａ (b) １万８００円  ８，１００円  
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第２号ア (ｳ)ｂ (a) ３，８００円  ２，９００円  

第２号ア (ｳ)ｂ (b) ５，０００円  ３，８００円  

附則第１６条の２を次のように改める。  

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）  

第１６条の２  市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上

の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上

の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認

定等（法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をい

う。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。  

２  市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があるこ

とを第８３条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長

された納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因

が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当

該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の

偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けた

ことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人

を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者

とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第８７条及び第８８条

の規定を除く。）を適用する。  

３  前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割

の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。  

第２条  上尾市税条例の一部を次のように改正する。  

附則第１６条に次の１項を加える。  

５  法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

のうち、自家用の乗用のものに対する第８２条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種
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別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

(1) 第１条中上尾市税条例第２３条第１項及び第３項の改正規定、同条例

第４８条第１項の改正規定並びに同条に８項を加える改正規定並びに次

条第２項の規定  令和２年４月１日  

(2) 第２条及び附則第３条第３項の規定  令和３年４月１日  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  第１条（前条第１号に掲げる改正規定を除く。）の規定による改正

後の上尾市税条例（次条第１項及び第２項において「新条例」という。）

第３３条の４及び第３３条の５の規定は、この条例の施行の日以後に開始

する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の

法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民

税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお

従前の例による。  

２  附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の上尾市税条例の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及

び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同

日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業

年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第３条  新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例

の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車

税の環境性能割について適用する。  

２  新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用する。  

３  第２条の規定による改正後の上尾市税条例の規定は、令和３年度以後の
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年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動

車税の種別割については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地方税法の一部改正に伴い、法人の市民税について法人税割の税率を引

き下げるとともに、軽自動車税の税率の特例に関する規定を改めたいので、

この案を提出する。  
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議案第７号  

上尾市行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 上尾市行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例を次のように

定める。  

  令和元年６月７日提出  

                  上尾市長     畠  山   稔      

上尾市行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例  

上尾市行政不服審査法関係手数料条例（平成２８年上尾市条例第１５号）

の一部を次のように改正する。  

別表備考１中「日本工業規格」を「日本産業規格（産業標準化法（昭和２

４年法律第１８５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。）」に改める。  

   附  則  

 この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第

３３号）の施行の日（令和元年７月１日）から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  工業標準化法の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を

提出する。  
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議案第８号  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定

について  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例（平成１２年上尾市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。  

別表第１の２の項、５の項、８の項第２号及び１０の項第２号中「第８７

条の２」を「第８７条の４」に改める。  

別表第２の１の項中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改め、同表９

の項手数料の金額の欄を次のように改める。  

(1) (2)及び (3)以外の場合  １件につき  １８万円  

(2) 法第４８条第１６項第１号の規定に該当する場合  １件につき   

１２万円  

(3) 法第４８条第１６項第２号の規定に該当する場合  １件につき   

１４万円  

別表第２の１２の項中「又は第５項第３号」を「、第５項又は第６項第３

号」に改め、同表１８の項中「敷地の数が２」を「１件につき、敷地の数が

２」に改め、同表１９の項中「６，４００円」を「１件につき、６，４００

円」に改め、同表３９の項中「建築物の数が２」を「１件につき、建築物の

数が２」に改め、同表４０の項中「建築物（」を「１件につき、建築物（」

に改め、同表４１の項中「建築物の数が２」を「１件につき、建築物の数が

２」に改め、同表４２の項から４５の項までの規定中「建築物（」を「１件

につき、建築物（」に改め、同表４９の項中「第８６条の８第３項」の次に

「（法第８７条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、同表

中５０の項を５３の項とし、４９の項の次に次のように加える。  

５０  法第８７条の２第１項の規定

に基づく用途の変更に伴う工事に

用途の変更に伴

う工事に係る全

１件につきあ

２万７，００
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係る全体計画の認定の申請に対す

る審査  

体計画の認定申

請手数料  

０円  

５１  法第８７条の３第５項の規定

に基づく用途を変更して興行場等

とする建築物の使用に係る許可の

申請に対する審査  

興行場等に用途

を変更する建築

物の使用許可申

請手数料  

１件につきあ

１２万円  

５２  法第８７条の３第６項の規定

に基づく用途を変更して特別興行

場等とする建築物の使用に係る許

可の申請に対する審査  

特別興行場等に

用途を変更する

建築物の使用許

可申請手数料  

１件につきあ

１６万円  

附  則  

この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年

法律第６７号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

建築基準法の一部改正に伴い、用途の変更に伴う全体計画の認定等に係

る手数料を定めたいので、この案を提出する。  
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議案第９号  

上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例の制定について  

上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例等の一

部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例  

（上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一

部改正）  

第１条  上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例

（平成２１年上尾市条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

別表２の項手数料の金額の欄第２号中「第８７条の２」を「第８７条の

４」に改め、同欄第３号中「１７万１，４８０円」を「１７万４，６００

円」に、「１１万８，５６０円」を「１２万７００円」に、「２２万８，

７２０円」を「２３万２，９００円」に、「１４万７，７２０円」を「１

５万４００円」に、「２６万２，２００円」を「２６万７，０００円」に、

「１６万１，７６０円」を「１６万４，７００円」に、「３４万６，４４

０円」を「３５万２，８００円」に、「２０万４，９６０円」を「２０万

８，７００円」に、「６３万６，９６０円」を「６４万８，７００円」に、

「３４万７，５２０円」を「３５万３，９００円」に改める。  

（上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部改

正）  

第２条  上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例（平

成２５年上尾市条例第６号）の一部を次のように改正する。  

別表２の項手数料の金額の欄第２号中「第８７条の２」を「第８７条の

４」に改め、同欄第３号中「１７万１，４８０円」を「１７万４，６００

円」に、「１１万８，５６０円」を「１２万７００円」に、「２２万８，

７２０円」を「２３万２，９００円」に、「１４万７，７２０円」を「１

５万４００円」に、「２６万２，２００円」を「２６万７，０００円」に、
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「１６万１，７６０円」を「１６万４，７００円」に、「３４万６，４４

０円」を「３５万２，８００円」に、「２０万４，９６０円」を「２０万

８，７００円」に、「６３万６，９６０円」を「６４万８，７００円」に、

「３４万７，５２０円」を「３５万３，９００円」に改める。  

（上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収

条例の一部改正）  

第３条  上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料

徴収条例（平成２８年上尾市条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

別表３の項手数料の金額の欄第２号中「第８７条の２」を「第８７条の

４」に改め、同欄第３号中「１７万１，４８０円」を「１７万４，６００

円」に、「１１万８，５６０円」を「１２万７００円」に、「２２万８，

７２０円」を「２３万２，９００円」に、「１４万７，７２０円」を「１

５万４００円」に、「２６万２，２００円」を「２６万７，０００円」に、

「１６万１，７６０円」を「１６万４，７００円」に、「３４万６，４４

０円」を「３５万２，８００円」に、「２０万４，９６０円」を「２０万

８，７００円」に、「６３万６，９６０円」を「６４万８，７００円」に、

「３４万７，５２０円」を「３５万３，９００円」に改める。  

附  則  

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、構造計算適合性判定の実施

の申出を伴う申請に係る手数料に新たな消費税相当分を転嫁したいので、

この案を提出する。  
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議案第１０号  

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例  

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例（昭和４３年上尾市条例第７号）の一部を次のように改正する。  

第７条の２第１項第２号中「生活介護（次号」を「生活介護（同号」に改

め、同条第２項第１号中「とき（次号」を「とき（同号」に、「１０万５，

２９０円」を「１６万５，１５０円」に改め、同項第２号中「５万７，１９

０円」を「７万７９０円」に改め、同項第３号中「とき（次号」を「とき

（同号」に、「５万２，６５０円」を「８万２，５８０円」に改め、同項第

４号中「２万８，６００円」を「３万５，４００円」に改める。  

別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中「６，１６０円」を「６，

１９８円」に、「７，９２３円」を「７，９５５円」に、「９，５５０円」

を「９，５８０円」に、「１０，７８８円」を「１０，８１０円」に、「１

１，６３３円」を「１１，６４５円」に、「１２，３７５円」を「１２，３

８８円」に改め、同表学校薬剤師の補償基礎額の項中「５，１９５円」を

「５，２２５円」に、「６，１７５円」を「６，２０３円」に、「６，８６

０円」を「６，８８０円」に、「８，０１３円」を「８，０２８円」に、

「８，８９８円」を「８，９０８円」に、「９，３６０円」を「９，３７０

円」に改め、同表備考第２号 (1)中「卒業した」の次に「（同法による専門職

大学の前期課程を修了した場合を含む。）」を加える。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日で

あるときは、その日）から施行する。  
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（経過措置）  

２  改正後の第７条の２第２項の規定は、平成３１年４月１日以後に支給す

べき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生

じた介護補償については、なお従前の例による。  

３  改正後の別表の規定は、平成３０年４月１日以後に支給すべき事由が生

じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、

障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきもの

の補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額につい

ては、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を

定める政令の一部改正に伴い、学校医等に対する介護補償の額及び休業補

償等の額の算定の基礎となる補償基礎額を引き上げたいので、この案を提

出する。  
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議案第１１号  

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例  

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年上尾市条例第２９号）の一部を次のように改正する。  

第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。  

附則第２条第２項中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月３１日」

に改める。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

厚生労働省令の改正に伴い、放課後児童支援員に必要な資格基準を当該

厚生労働省令で定める基準と同様のものに改めたいので、この案を提出す

る。  
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議案第１２号  

上尾市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市介護保険条例の一部を改正する条例  

上尾市介護保険条例（平成１２年上尾市条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。  

第５条第１項各号列記以外の部分中「平成３０年度から平成３２年度ま

で」を「平成３１年度及び令和２年度」に改め、同項第１号中「２６，３９

５円」を「２１，９９６円」に改め、同項第２号中「３９，２９９円」を

「３１，９６７円」に改め、同項第３号中「４３，９９２円」を「４２，５

２５円」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第５条第１項の規定は、平成３１年度以後の年度分の保険料率

から適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者に賦課する介護保険料の

額を減額したいので、この案を提出する。  
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議案第１３号  

上尾市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市火災予防条例の一部を改正する条例  

上尾市火災予防条例（昭和３７年上尾市条例第６号）の一部を次のように

改正する。  

第１６条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格（産業標準化法（昭

和２４年法律第１８５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。）」に改

める。  

第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め、

同条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。  

(6) 第２９条の３第１項各号に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動

火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有

する消防の用に供する設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５

６号）第３条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当該

技術上の基準の例により設置したとき。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第１項の改正規定

は、不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３３号）の

施行の日（令和元年７月１日）から施行する。  

 

 

 

 

 

提案理由  

総務省令の改正に伴い、本市の住宅用防災機器の設置及び維持に関する

基準を当該総務省令で定める基準と同様のものに改めるほか、工業標準化

法の一部改正に伴う所要の改正を行いたいので、この案を提出する。  
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議案第１４号  

工事請負契約の締結について  

下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

                 記  

１  契 約 の 目 的  本庁舎外壁・防水等改修工事  

２  契 約 の 方 法  条件付一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ２５７，１８０，０００円  

４  契約の相手方  上尾市緑丘三丁目４番２５号  

          株式会社島村工業  上尾支店  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

本庁舎外壁・防水等改修工事に関する工事請負契約を締結するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年上尾市条例第７号）第２条の規定により、この案を提出する。  
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議案第１５号  

上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検討会議共同設置規

約に関する協議について  

上尾市と伊奈町が共同して上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基

準検討会議を設置することに関し、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の７第１項の規定により協議により別紙規約を定めることについ

て、同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項本文の規定

により、議会の議決を求める。  

令和元年６月７日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市と伊奈町が共同して上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価

基準検討会議を設置することに関し、地方自治法第２５２条の７第１項の

規定により協議により別紙規約を定めたいので、同条第３項において準用

する同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により、この案を提出する。  
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別紙  

上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検討会議共同設置規

約  

（共同設置）  

第１条  上尾市及び伊奈町（以下「関係市町」という。）は、関係市町が共

同で進める広域ごみ処理施設（第４条において「新施設」という。）の建

設に資するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７

第１項の規定により、共同して会議を設置する。  

（名称）  

第２条  前条に規定する会議は、上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評

価基準検討会議（以下「検討会議」という。）という。  

（執務場所）  

第３条  検討会議の執務場所は、埼玉県北足立郡伊奈町大字小室９４９３番

地伊奈町役場内とする。  

（所掌事務）  

第４条  検討会議は、次に掲げる事項を調査審議する。  

(1 ) 新施設の建設候補地の選定に関する評価基準の制定に関すること。  

(2 ) 前号に掲げるもののほか、新施設の建設候補地の選定に関し関係市町

の長が必要と認めること。  

（組織）  

第５条  検討会議は、委員１２人以内で組織する。  

（委員）  

第６条  検討会議の委員は、関係市町の長が協議して定める候補者について、

伊奈町長がこれを選任する。  

２  検討会議の委員に欠員を生じたときは、伊奈町長は、７日以内にその旨

を上尾市長に通知するとともに、前項の例により当該検討会議の委員を選

任するものとする。  

 （委員の任期）  

第７条  検討会議の委員の任期は、第４条に規定する所掌事務が終了する日

までとする。  

（会長及び副会長）  
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第８条  検討会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。  

２  会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。  

（会議）  

第９条  検討会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２  検討会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。  

３  検討会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

（検討会議の事務を補助する伊奈町の職員）  

第１０条  検討会議の事務を補助する伊奈町の職員の定数は、関係市町の長

が協議して定めるものとする。  

（負担金）  

第１１条  検討会議に要する経費に関する関係市町の負担金の額は、関係市

町の長の協議により定めるものとする。  

２  上尾市は、前項の規定による負担金を、伊奈町に交付しなければならな

い。  

３  前項の負担金の交付の時期については、関係市町の長の協議により定め

るものとする。  

（特定の事務に要する経費）  

第１２条  関係市町のうち、特定の市町が専ら当該市町のために検討会議を

して特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町は、

前条第１項の規定による負担金とは別に、これに要する経費を当該市町の

予算に計上して支出するようにしなければならない。  

（検討会議の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程）  

第１３条  検討会議の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程

については、関係市町は、これを相互に調整するように努めなければなら

ない。  

（検討会議の委員の身分の取扱に関する条例、規則その他の規程）  

第１４条  伊奈町は、検討会議の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方

法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合において
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は、あらかじめ上尾市と協議しなければならない。  

２  前項の規定による条例、規則その他の規程を、伊奈町が制定し、又は改

廃したときは、上尾市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなけれ

ばならない。  

（検討会議の委員の懲戒処分等）  

第１５条  伊奈町長は、検討会議の委員の懲戒処分をするとき及びその退職

につき承認を与える場合においては、あらかじめ上尾市長と協議しなけれ

ばならない。  

（庶務）  

第１６条  検討会議の庶務は、伊奈町において行う。  

（補則）  

第１７条  この規約に定めるものを除くほか、検討会議の担任する事務に関

し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。  

附  則  

この規約は、令和元年７月１日から施行する。  

  

 




